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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２８年６月２３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２７年６月１２日 ０７時００分ごろ 

発生場所 関門港若松第４区の浅所 

牧山信号所から真方位０１７°１.７海里付近 

 （概位 北緯３３°５４.９′ 東経１３０°４９.３′） 

事故の概要 貨物船新美咲
しんみさき

は、北進中、浅所に乗り揚げた。 

新美咲は、船底部外板の擦過傷等を生じた。 

事故調査の経過 平成２７年６月１７日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

貨物船 新美咲、２５９トン 

 １４０４２７、大祐汽船有限会社 

 ５９.８６ｍ（Lr）×１０.００ｍ×５.５５ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、７３５kＷ、平成１８年１０月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ３１歳 

 四級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 平成２５年１２月１７日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２５年１２月１７日 

  免状有効期間満了日 平成３０年１２月１６日 

機関長 男性 ５３歳 

 五級海技士（機関）（機関限定） 

  免 許 年 月 日 平成３年６月２０日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２２年２月１０日 

  免状有効期間満了日 平成２７年１１月１６日 

 五級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 昭和５８年１０月１２日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２２年２月１０日 

  免状有効期間満了日 平成２７年１１月１６日 

 死傷者等 なし 

 損傷 船底部外板に擦過傷、プロペラ翼に欠損 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 高潮時、潮高 約１２５㎝（八幡） 
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 事故の経過  本船は、船長及び機関長ほか航海士と機関士が各１人乗り組み、コ

イル約７０８ｔを積載し、平成２７年６月１２日０６時４０分ごろ、

阪神港へ向けて‘関門港若松第４区の企業岸壁’（以下「本件岸壁」

という。）からの離岸作業を開始した。 

 機関長は、単独で操船に当たり、船首に船長及び機関士を、船尾に

航海士をそれぞれ配置し、約５～６ノットの対地速力で、自動操舵に

切り換えて若松航路に入航し、わかまつこうないほあん等との交信を

していたところ、ＧＰＳコンパス（以下「本件コンパス」という。）

の警報音を聞いた。 

本船は、機関長が、本件コンパスのリセットスイッチを押したとこ

ろ、右転を開始したので、手動操舵に切り換えて全速力後進をかけた

ものの、０７時００分ごろ若松航路外の浅所に乗り揚げた。 

本船は、船舶所有者が手配したタグボートにより引き出され、海上

保安庁による事情聴取の後、阪神港へ向けて出港した。 

本船は、後日、造船所で修理された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項 

 

本船の喫水は、船首約２.５０ｍ、船尾約３.６５ｍであった。 

本船は、本件岸壁に着岸中、本件コンパスの受信部を設置したマス

トを折り畳んでいたので、ＧＰＳの信号を受けることができなかっ

た。 

機関長は、本船の船長経験があり、離着岸作業の経験が豊富で、本

事故当時、出港作業の都合から、自身が操船指揮に当たった。 

機関長は、全天候型岸壁の屋根が外れた後、離岸前に本件コンパス

のリセットスイッチを押す必要があることを知っており、同スイッチ

を押したつもりであった。 

 機関長は、本件コンパスの警報音を聞いてリセットスイッチを押し

た際、レピータコンパスが右転を始めたのを認めた。 

 機関長は、本船の自動操舵装置が本件コンパスからの信号を受信し

たレピータコンパスの表示針路を追従する仕様となっており、本事故

当時、本件コンパスをリセットしていなかったので、レピータコンパ

スが着岸時の針路である真方位３３０°を指示していたのではないか

と、本事故後に思った。 

 本船の操舵装置は、離着岸作業時には最大舵角７０°まで取れるよ

うに設定されていた。 

 海図Ｗ１２６５（関門港若松）によれば、本事故発生場所付近には

浅所（泥）が存在している。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 

あり 

あり 

なし 
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 判明した事項の解析 本船は、自動操舵で若松航路を航行中、機関長が、本件コンパスの

警報を聞いて本件コンパスをリセットしたところ、レピータコンパス

の右転に伴って自動操舵装置の設定針路が右舷側にずれたことから、

若松航路から逸脱して同航路外の浅所に乗り揚げたものと考えられ

る。 

 本船は、本件コンパスが本件岸壁でＧＰＳの信号を受けることがで

きなかったことから、レピータコンパスが着岸時の針路で停止した状

態で出航したものと考えられる。 

 機関長が離岸時に本件コンパスの作動状況を確認していれば、本事

故の発生を回避できた可能性があると考えられる。 

原因 本事故は、本船が、自動操舵で若松航路を航行中、機関長が、本件

コンパスをリセットしたところ、レピータコンパスの右転に伴って自

動操舵装置の設定針路が右舷側にずれたため、若松航路から逸脱して

同航路外の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・出港時に航海機器の作動状況を確認すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

事故発生場所 

（平成２７年６月１２日 ０７時００分ごろ発生） 

本船の進路 

自動操舵切換え場所 

若松航路第１３号灯浮標 


